
税関様式Ｃ第 5610 号

認 定 手 続 開 始 通 知 書（ 輸 出 者 用 ）

令 和 年 月 日

開始通知 第 号

（ 開 始 通 知 書 番 号 ）

殿

（税関官署の長） 印

貴殿が令和 年 月 日に輸出申告した貨物は、関税法第６９条の２第１項第３号・第４号（同法
第７５条において準用する場合を含む。）に掲げる輸出してはならない貨物に該当すると思料するので、同法
第６９条の３第１項（同法第７５条において準用する場合を含む。）の規定により、当該貨物がこれらに該当
するか否かを認定するための手続（以下「認定手続」という。）を執ることを通知します。

記

１．申告番号

２．申告年月日 令和 年 月 日

３．疑義貨物

品 名 数 量

４．権利者の氏名又は

名称及び住所

５．知的財産の内容

６．認定手続を執る理由

７．輸出差止申立て 有 無

８．証拠を提出し、意見を

述べることのできる期限
令和 年 月 日

（注）１．本通知に係る貨物が輸出してはならない貨物に該当しないことについて、上記８に記載されてい
る期間中は証拠を提出し、意見を述べることができます。
（貴殿からの意見等により、本通知に係る貨物が関税法第６９条の２第１項第３号・第４号（同法
第７５条において準用する場合を含む。）に該当しない場合は、当該貨物を輸出することができま
す。）[注：裏面２及び３参照]

２．上記７の「輸出差止申立て」欄が「有」となっている場合には、上記８に記載されている期間中
は貴殿からの申請により本通知に係る貨物を点検することができますなお、本通知に係る貨物を保
税地域に蔵置している場合には、上記８の期間にかかわらず当該貨物について関税法第４０条等に
基づく内容点検を行うことができます。

３．上記８に記載されている期間中は、証拠を提出し、意見を述べるため疑義貨物の画像情報を電子
メールにより送信するよう申し出ることができます。

４．上記５の知的財産の内容が、特許権、実用新案権又は意匠権である場合には、関税法第６９条の
７第１項の規定により、税関長に対し、本通知に係る貨物が上記の権利を侵害するか否かに関し、
別途通知する通知日から起算して１０執務日（延長があった場合は２０執務日）以内に特許É長官
の意見をÊくことをËめることができます。

５．上記７の「輸出差止申立て」欄が「有」で、かつ、申立てに係る知的財産の内容が特許権、実用
新案権又は意匠権である場合には、認定手続中の貨物について、関税法第６９条の１０第１項の規
定により、Ì定の期間ÍÎのÏ、税関長に対し、当該認定手続をÐりÑめることをËめることがで
きます。

６．ÒÓな点があれÔ、下記のÕÖ×までおØい合わÙくÚさい。

[ÕÖ×]： （税関官署名）
（住所）
（電Û番号）
（Ü当者の官Ý及び氏名）

（規Þ ßà）



（税関様式Ｃ第 5610 号：裏面）

本通知に係る貨物のÐáいについて

１． 本通知に係る貨物に関する認定手続は、本通知書の日âの日から１月以内をã途に行われ

ますが、äのåæについては関税法第６９条の３第５項（同法第７５条において準用する場合

を含む。）の規定により通知されます。

２． 認定手続のåæ、çのいずれかに該当する貨物は、輸出することができます。

（１） 特許権、実用新案権、意匠権、èé権、èéêë権、ìí者権については、îとして輸

出されるïのでないïの

（２） ðñ権（ðñ法第２５条及び第３７条第１号に該当する場合に限る。）については、î

としてð品をò産し、証Óし、又はóôする者が輸出するïのでないïの

（注） 上記（１）及び（２）におõる「îとして」に当たるか否かのö÷に当たっては、輸

出のã的、輸出貨物の数量、輸出者等のÝî、輸出Ðøの内容等のùú情をû合的にü

案するýþがあります。したがって、輸出貨物の数量が１ÿであるかĀ数ÿであるかは

「îとして」に当たるか否かをāĂにă定するïのではなく、Ą見された侵害疑義物品

が１ÿの場合でï、これらのùú情を輸出者等からÊÐするýþがあります。このため、

侵害疑義物品の数量のąĆにかかわらず認定手続を執り、提出される証拠Ñ意見等に基

づきö÷することとなります。

（３） 権利者から輸出の許ćをĈて輸出されるïの

（４） äのĉ、知的財産侵害物品に該当しないïの

３． なお、貴殿は認定手続中の貨物について、çのĊ理を行うことができます。

（１） 当該貨物の保税地域（ĉ所蔵置場所を含む。）でのċČ又はčĎをďĐする場合には、「輸

出ÐりÑめđ出書」（税関様式Ｃ第 561Ē 号）を税関ē提出したうĔで、ĕĖとして、税関

Ýėの立Ęいの下に行うことができます。たÚし、ę送Ěě等に基づき貨物をĊĜする権

限をĝつ者が行うčĎï含まれます。

（２） 当該貨物に係る知的財産の権利者から、äの輸出に関する同意書をÐĈし税関ē提出し

た場合には、輸出することができます。

（３） 当該貨物のĞ内ēのøÐりをďĐする場合には、「輸出ÐりÑめđ出書」（税関様式Ｃ第

561Ē 号）を税関ē提出したうĔで、当該貨物に係る知的財産の権利者から、äのĞ内ēの

øÐりに関する同意書をÐĈし税関ē提出した場合には、Ğ内ēøÐることができます。

（４） 当該貨物の侵害の疑いのあるğĜについて、Ġġ等のĢģ（ĤĥにĦにħÙるĢģはÒ

Ĩ）を行うことができます。

（５） 当該貨物をĩ意ĪČすることができます。

４． 本通知に係る貨物が知的財産侵害物品と認定されますと、関税法第６９条の２第２項（同法

第７５条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、当該物品をīĬしてċČすること

があります。


